
 

 
 

 

備品管理の不備 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

健康医療部 

 健康医療総務課 

 

 八尾市の中核市移行に伴い無償譲渡した旧八尾保健所の物品30件（取得価格合

計：17,380,342円）について、不用決定の決裁が、物品の譲渡（処分）後に行わ

れていた。 

項 目 取得価格 
処分（無償譲渡） 

年  月  日 

不用決定（決裁） 

年  月  日 

小児用撮影台 618,000円 平成30年４月１日 平成30年５月31日 

防護カーテン 163,300円 同上 同上 

シュレッダー 173,250円 同上 同上 

ワイヤレスアンプ 183,645円 同上 同上 

顕微鏡 165,830円 同上 同上 

マルチプロジェク

ター 
554,400円 同上 同上 

胸部エックス線フ

ィルム自動現像機 
525,000円 同上 同上 

診断用エックス線

撮影装置 
9,356,520円 同上 同上 

ズーム式三眼実体

顕微鏡 
164,325円 同上 同上 

顕微鏡用デジタル

画像システム 
132,667円 同上 同上 

ノート型パソコン 107,100円 同上 同上 

シャーカステン 152,543円 同上 同上 

溶存酸素計 111,562円 同上 同上 

自動体外式除細動

器（ＡＥＤ） 
117,600円 同上 同上 

卓上式クリーンベ

ンチ 
399,600円 同上 同上 

 

 

 

 不用品の処分事務のルール等について周知

徹底を図り、大阪府財務規則に基づき、適正

な事務処理を行われたい。 

 

 

 

 事務局監査後、課内において監査結

果について周知・情報提供を行った。 

 今後は、起案時や決裁時におけるチ

ェックを強化し、「大阪府財務規則」

に基づき適正な事務執行を行う。 【大阪府財務規則】 

（不用の決定及び不用品の処分） 

第87条 知事又は第３条の規定により

物品の処分に関する事務を委任され

た者は、使用する必要がない物品又

は使用に耐えない物品で保存の必要

がないものについては、不用品調書

（様式第49号）を作成の上不用の決

定をしなければならない。 

２ 前項の規定により不用の決定をし

た物品は、譲渡、廃棄その他の処分

をしなければならない。 

 



 

 
 

 

監査（検査）実施年月日（委員：令和‐年‐月‐日、事務局：令和元年６月５日から同年７月５日まで） 

 

項 目 取得価格 
処分（無償譲渡） 

年  月  日 

不用決定（決裁） 

年  月  日 

薬用保冷庫 388,800円 平成30年４月１日 平成30年５月31日 

冷凍機付インキュ

ベーター 
540,000円 同上 同上 

バイオフリーザー 248,400円 同上 同上 

オートクレーブ 615,600円 同上 同上 

薬品器具保管庫 264,600円 同上 同上 

紫外線殺菌ロッカ

ー 
158,760円 同上 同上 

乾燥機付器具保管

庫 
145,800円 同上 同上 

恒温水槽 214,920円 同上 同上 

ホモジナイザー 237,600円 同上 同上 

電子天秤 151,200円 同上 同上 

実体顕微鏡 309,960円 同上 同上 

ポータブル型ｐＨ

計・溶存酸素系 
167,400円 同上 同上 

デジタル粉じん計 307,800円 同上 同上 

環境衛生管理総合

測定器セット 
602,640円 同上 同上 

自動ガス採取装置 101,520円 同上 同上 

 

 


